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1

コロナウイルス関連情報について

４月７日、政府が新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を発令し、本

県も緊急事態措置の実施区域となり、さらに、４月１６日には全都道府県に拡大

されたところです。

政府や県からは不要不急の往来自粛や「三つの密」（密閉、密集、密接）が重

なる懸念がある集会、イベントの自粛要請が出されています。

兵ト協ホームページ（http://www.hyotokyo.or.jp/）に関連情報を掲載してい

ますので確認していただき、下記の“新型コロナウイルス関連情報はこちら”をク

リックすると関係行政機関が出している助成金を含む関連情報を確認できます。
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トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました
～持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます～
改正貨物自動車運送事業法により設けられた ｢標準的な運賃の告示制度｣ に基づき、標準

的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃
を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化･労働条件の改善を促進します。

１．背景
トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の

状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。

こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、
①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化、③荷主対策の深度化、④標準的な運
賃の告示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました（※）。
※①・②については令和元年11月１日に、③については同年7月１日に施行済み。

このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が
弱いことや、令和６年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏ま
え、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっ
ては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的
であるとの趣旨により設けられたものです。

２．概要
標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価

データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、
本年２月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。

同審議会における審理及び４月１４日付けの同審議会からの答申（※）を踏まえ、次ペー
ジのとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました。
※参考：運輸審議会答申（報道発表）

https://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000196.html
今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続

可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいりま
す。

【問い合わせ先】
　国土交通省自動車局貨物課　柳瀬、吉見、山城
　TEL : 03-5253-8111 （内線:41333、 41323)、 03-5253-8575 (直通）　FAX : 03-5253-1637

国土交通省
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貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
議
員
立
法
）
の
概
要

（
平
成
3
0
年
法
律
第
9
6
号
）

経
済
活
動
・
国
民
生
活
を
支
え
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
規
制
の
適
正
化
を
図
る
ほ
か
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
度
か
ら
時
間
外
労
働
の

限
度
時
間
が
設
定
さ
れ
る
（
＝
働
き
方
改
革
法
施
行
）
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
運
転
者
の
不
足
に
よ
り
重
要
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
物
流
が
滞
っ
て
し
ま
う

こ
と
の
な
い
よ
う
、
緊
急
に
運
転
者
の
労
働
条
件
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
。

改
正
の
目
的

改
正
の
概
要

①
欠
格
期
間
の
延
長
等

②
許
可
の
際
の
基
準
の
明
確
化

③
約
款
の
認
可
基
準
の
明
確
化

１
．
規
制
の
適
正
化

①
輸
送
の
安
全
に
係
る
義
務
の
明
確
化

事
業
用
自
動
車
の
定
期
的
な
点
検
・
整
備
の
実
施

等

②
事
業
の
適
確
な
遂
行
の
た
め
の
遵
守
義
務
の
新
設

２
．
事
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
の
明
確
化

【
令
和
５
年
度
末
ま
で
の
時
限
措
置
】

(1
)ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
の
違
反
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
荷
主
が
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合

→
①
国
土
交
通
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長
と
、
当
該
荷
主
の
情
報
を
共
有

②
国
土
交
通
大
臣
が
、
関
係
行
政
機
関
と
協
力
し
て
、
荷
主
の
理
解
を
得
る
た
め
の
働
き
か
け

(2
) 荷

主
へ
の
疑
い
に
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

→
 国
土
交
通
大
臣
が
、
関
係
行
政
機
関
と
協
力
し
て
、
要
請

(3
) 要

請
を
し
て
も
な
お
改
善
さ
れ
な
い
場
合

→
 国
土
交
通
大
臣
が
、
関
係
行
政
機
関
と
協
力
し
て
、
勧
告
＋
公
表

荷
主
の
行
為
が
独
占
禁
止
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
場
合

→
 公
正
取
引
委
員
会
へ
の
通
知

①
荷
主
の
配
慮
義
務
の
新
設

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
が
法
令
遵
守
で
き
る
よ
う
、
荷
主
の
配
慮
義
務
を
設
け
る

・
制
度
の
対
象
に
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
を
追
加

・
荷
主
勧
告
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
荷
主
の
公
表
を
行
う
旨
を
明
記

③
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
荷
主
へ
の
働
き
か
け
等
の
規
定
の
新
設

②
荷
主
勧
告
制
度
（
既
存
）
の
強
化

３
．
荷
主
対
策
の
深
度
化

４
．
標
準
的
な
運
賃
の
告
示
制
度
の
導
入

【
令
和
５
年
度
末
ま
で
の
時
限
措
置
】

施
行
日
：
（
１
．
・
２
．
）
令
和
元
年
1
1
月
１
日

（
３
．
）
令
和
元
年
７
月
１
日

（
４
．
）
令
和
元
年
1
2
月
1
4
日
（
運
賃
の
告
示
：
令
和
２
年
４
月
2
4
日
）

法
令
に
違
反
し
た
者
等
の
参
入
の
厳
格
化

・
欠
格
期
間
の
延
長
（
２
年
⇒
５
年
）

・
処
分
逃
れ
の
た
め
自
主
廃
業
を
行
っ
た
者
の
参
入
制
限

・
密
接
関
係
者
（
親
会
社
等
）
が
許
可
の
取
消
処
分
を
受
け
た
者

の
参
入
制
限

等

・
安
全
性
確
保
（
車
両
の
点
検
・
整
備
の
確
実
な
実
施
等
）

・
事
業
の
継
続
遂
行
の
た
め
の
計
画
（
十
分
な
広
さ
の
車
庫
等
）

・
事
業
の
継
続
遂
行
の
た
め
の
経
済
的
基
礎
（
資
金
）

等

以
下
に
つ
い
て
、
適
切
な
計
画
・
能
力
を
有
す
る
旨
を
要
件

と
し
て
明
確
化

荷
待
時
間
、
追
加
的
な
附
帯
業
務
等
の
見
え
る
化
を
図
り
、

対
価
を
伴
わ
な
い
役
務
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
基
準
を
明
確
化

→
原
則
と
し
て
運
賃
と
料
金
と
を
分
別
し
て
収
受

＝
「
運
賃
」
：
運
送
の
対
価

「
料
金
」
：
運
送
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
等

・
車
庫
の
整
備
・
管
理

・
健
康
保
険
法
等
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
の
納
付

（
労
働
条
件
の
改
善
・
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
の
た
め
）

国
土
交
通
大
臣
が
、
標
準
的
な
運
賃
を
定
め
、
告
示
で
き
る

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
の
努
力
だ
け
で
は
働
き
方
改
革
・
法
令
遵
守
を
進
め
る
こ
と
は
困
難

（
例
：
過
労
運
転
、
過
積
載
等
）

→
荷
主
の
理
解
・
協
力
の
も
と
で
働
き
方
改
革
・
法
令
遵
守
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
以
下
の
改
正
を
実
施

（
許
可
後
、
継
続
的
な
ル
ー
ル
遵
守
）

※
「
荷
主
」
に
は
元
請
事
業
者
も
含
ま
れ
る
。

【
公
布
日
：
平
成
3
0
年
1
2
月
1
4
日
】

【
背
景
】
荷
主
へ
の
交
渉
力
が
弱
い
等

→
必
要
な
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
対
価
を
収
受
し
に
く
い

→
結
果
と
し
て
法
令
遵
守
し
な
が
ら
の
持
続
的
な

運
営
が
で
き
な
い

法
令
遵
守
し
て
運
営

す
る
際
の
参
考
と
な
る

運
賃
が
効
果
的

標
準
的
な
運
賃
の
告
示
制
度
の
導
入

1
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改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
に
基
づ
く
標
準
的
な
運
賃
に
つ
い
て

（
告
示
：
令
和
２
年
４
月
2
4
日
）

○
ド

ラ
イ

バ
ー

の
労

働
条

件
の

改
善

等
を

図
る

た
め

、
法

令
を

遵
守

し
て

持
続

的
に

事
業

を
運

営
す

る
た

め
の

参
考

と
な

る
運

賃
を

示
す

こ
と

が
効

果
的

と
の

趣
旨

に
よ

り
、

「
標

準
的

な
運

賃
の

告
示

制
度

」
が

創
設

。

○
標

準
的

な
運

賃
は

、
①

ト
ラ

ッ
ク

事
業

の
能

率
的

な
経

営
の

下
に

お
け

る
適

正
な

原
価

に
、

②
適

正
な

利
潤

を
加

え
た

も
の

を
基

準
。

原
価

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

①
ド

ラ
イ

バ
ー

の
賃

金
を

全
産

業
の

標
準

的
水

準
に

是
正

す
る

こ
と

、
②

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

を
確

保
で

き
る

こ
と

を
前

提
。

○
元

請
け

・
下

請
け

の
関

係
⇒

 実
運

送
事

業
に

か
か

る
原

価
等

を
基

準
に

運
賃

を
算

出
。

○
減

価
償

却
費

（
車

両
）

⇒
 法

定
耐

用
年

数
と

リ
ー

ス
期

間
・
融

資
期

間
等

の
実

態
を

加
味

し
、

５
年

で
の

償
却

を
前

提
に

算
出

。

○
人

件
費

⇒
 全

産
業

平
均

の
時

間
当

た
り

の
単

価
を

基
準

。

○
運

賃
表

の
基

本

⇒
 貸

切
（
チ

ャ
ー

タ
ー

）
を

前
提

と
し

て
、

（
１

）
距

離
制

、
（
２

）
時

間
制

の
双

方
の

運
賃

表
を

策
定

。
ま

た
、

上
限

・
下

限
の

幅
は

設
け

ず
統

一
的

な
運

賃
を

設
定

。

○
車

種
等

の
違

い

⇒
 車

格
別

（
2
t,
 4

t,
 1

0
t,
 2

0
t）

に
つ

い
て

設
定

。
・

ド
ラ

イ
バ

ン
型

の
ト

ラ
ッ

ク
を

基
準

と
し

て
算

出
。

※
冷

凍
・
冷

蔵
の

バ
ン

型
車

に
つ

い
て

は
割

増
率

を
設

定

○
地

域
差

⇒
地

方
運

輸
局

ブ
ロ

ッ
ク

単
位

で
運

賃
表

を
策

定
。

１
．

運
賃

表
の

設
計

方
針

⇒
 料

金
（
待

機
時

間
料

、
高

速
道

路
料

金
、

フ
ェ

リ
ー

料
金

、
燃

料
サ

ー
チ

ャ
ー

ジ
等

）
に

つ
い

て
は

、
運

賃
表

と
は

別
に

項
目

を
規

定
。

※
待

機
時

間
料

は
、

3
0
分

を
超

え
る

場
合

の
１

時
間

当
た

り
の

標
準

的
な

料
金

を
設

定
（
3
0
分

以
内

の
待

機
時

間
に

係
る

費
用

は
固

定
費

に
算

入
）
。

２
．

運
賃

と
料

金
の

考
え

方

３
．

「
適

正
な

原
価

」
の

考
え

方

⇒
 経

常
利

益
（
営

業
外

収
入

を
除

く
。

）
と

し
て

一
定

水
準

確
保

で
き

る
よ

う
、

自
己

資
本

に
対

す
る

適
正

な
利

潤
額

を
算

定
。

４
．

「
適

正
な

利
潤

」
の

考
え

方

○
間

接
費

（
一

般
管

理
費

等
）

⇒
 ト

ラ
ッ

ク
運

送
事

業
の

平
均

値
を

使
用

。

○
借

入
金

利
息

⇒
 営

業
外

費
用

と
し

て
、

適
正

な
原

価
に

算
入

。

○
帰

り
荷

の
取

扱
い

⇒
 実

車
率

5
0
％

の
前

提
で

算
出

。

2
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標
準
的
な
運
賃
【
距
離
制
運
賃
表
：
北
海
道
・
東
北
】

3

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
2
,
4
5
0

1
4
,
4
8
0

1
8
,
6
1
0

2
3
,
2
8
0

2
0
k
m

1
3
,
9
8
0

1
6
,
2
9
0

2
1
,
0
8
0

2
6
,
5
0
0

3
0
k
m

1
5
,
5
1
0

1
8
,
1
0
0

2
3
,
5
5
0

2
9
,
7
1
0

4
0
k
m

1
7
,
0
5
0

1
9
,
9
1
0

2
6
,
0
1
0

3
2
,
9
3
0

5
0
k
m

1
8
,
5
8
0

2
1
,
7
1
0

2
8
,
4
8
0

3
6
,
1
5
0

6
0
k
m

2
0
,
1
2
0

2
3
,
5
2
0

3
0
,
9
4
0

3
9
,
3
7
0

7
0
k
m

2
1
,
6
5
0

2
5
,
3
3
0

3
3
,
4
1
0

4
2
,
5
8
0

8
0
k
m

2
3
,
1
8
0

2
7
,
1
4
0

3
5
,
8
7
0

4
5
,
8
0
0

9
0
k
m

2
4
,
7
2
0

2
8
,
9
4
0

3
8
,
3
4
0

4
9
,
0
2
0

1
0
0
k
m

2
6
,
2
5
0

3
0
,
7
5
0

4
0
,
8
0
0

5
2
,
2
4
0

1
1
0
k
m

2
7
,
7
8
0

3
2
,
5
3
0

4
3
,
1
9
0

5
5
,
3
4
0

1
2
0
k
m

2
9
,
3
1
0

3
4
,
3
1
0

4
5
,
5
7
0

5
8
,
4
4
0

1
3
0
k
m

3
0
,
8
4
0

3
6
,
0
9
0

4
7
,
9
6
0

6
1
,
5
5
0

1
4
0
k
m

3
2
,
3
7
0

3
7
,
8
7
0

5
0
,
3
5
0

6
4
,
6
5
0

1
5
0
k
m

3
3
,
9
0
0

3
9
,
6
5
0

5
2
,
7
3
0

6
7
,
7
6
0

1
6
0
k
m

3
5
,
4
3
0

4
1
,
4
3
0

5
5
,
1
2
0

7
0
,
8
6
0

1
7
0
k
m

3
6
,
9
5
0

4
3
,
2
1
0

5
7
,
5
0
0

7
3
,
9
7
0

1
8
0
k
m

3
8
,
4
8
0

4
4
,
9
9
0

5
9
,
8
9
0

7
7
,
0
7
0

1
9
0
k
m

4
0
,
0
1
0

4
6
,
7
7
0

6
2
,
2
7
0

8
0
,
1
7
0

2
0
0
k
m

4
1
,
5
4
0

4
8
,
5
4
0

6
4
,
6
6
0

8
3
,
2
8
0

20
0
km
を
超
え
て
50
0k
m

ま
で
2
0k
mを

増
す
ご
と

に
加
算
す
る
金
額

3
,
0
5
0

3
,
5
3
0

4
,
7
0
0

6
,
1
1
0

50
0
km
を
超
え
て
50
km

を
増
す
ご
と
に
加
算
す

る
金
額

7
,
6
1
0

8
,
8
1
0

1
1
,
7
4
0

1
5
,
2
7
0

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

ト
レ
ー
ラ
ー

(２
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

中
型

車
(４

ト
ン
ク
ラ

ス
)

大
型

車
(
１
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

小
型

車
(２

ト
ン
ク
ラ
ス
)

北
海

道
運

輸
局

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
1
,
9
8
0

1
3
,
9
7
0

1
8
,
0
5
0

2
2
,
6
0
0

2
0
k
m

1
3
,
4
7
0

1
5
,
7
4
0

2
0
,
4
7
0

2
5
,
7
6
0

3
0
k
m

1
4
,
9
6
0

1
7
,
5
0
0

2
2
,
8
8
0

2
8
,
9
2
0

4
0
k
m

1
6
,
4
6
0

1
9
,
2
7
0

2
5
,
3
0
0

3
2
,
0
8
0

5
0
k
m

1
7
,
9
5
0

2
1
,
0
3
0

2
7
,
7
2
0

3
5
,
2
4
0

6
0
k
m

1
9
,
4
5
0

2
2
,
8
0
0

3
0
,
1
3
0

3
8
,
4
0
0

7
0
k
m

2
0
,
9
4
0

2
4
,
5
6
0

3
2
,
5
5
0

4
1
,
5
6
0

8
0
k
m

2
2
,
4
3
0

2
6
,
3
3
0

3
4
,
9
7
0

4
4
,
7
2
0

9
0
k
m

2
3
,
9
3
0

2
8
,
0
9
0

3
7
,
3
9
0

4
7
,
8
7
0

1
0
0
k
m

2
5
,
4
2
0

2
9
,
8
6
0

3
9
,
8
0
0

5
1
,
0
3
0

1
1
0
k
m

2
6
,
9
1
0

3
1
,
5
9
0

4
2
,
1
4
0

5
4
,
0
8
0

1
2
0
k
m

2
8
,
4
0
0

3
3
,
3
3
0

4
4
,
4
8
0

5
7
,
1
2
0

1
3
0
k
m

2
9
,
8
8
0

3
5
,
0
6
0

4
6
,
8
1
0

6
0
,
1
7
0

1
4
0
k
m

3
1
,
3
7
0

3
6
,
8
0
0

4
9
,
1
5
0

6
3
,
2
1
0

1
5
0
k
m

3
2
,
8
6
0

3
8
,
5
3
0

5
1
,
4
9
0

6
6
,
2
6
0

1
6
0
k
m

3
4
,
3
5
0

4
0
,
2
7
0

5
3
,
8
2
0

6
9
,
3
0
0

1
7
0
k
m

3
5
,
8
4
0

4
2
,
0
1
0

5
6
,
1
6
0

7
2
,
3
5
0

1
8
0
k
m

3
7
,
3
2
0

4
3
,
7
4
0

5
8
,
5
0
0

7
5
,
3
9
0

1
9
0
k
m

3
8
,
8
1
0

4
5
,
4
8
0

6
0
,
8
3
0

7
8
,
4
4
0

2
0
0
k
m

4
0
,
3
0
0

4
7
,
2
1
0

6
3
,
1
7
0

8
1
,
4
8
0

20
0k
m
を

超
え

て
50
0k
m

ま
で
2
0k

mを
増
す
ご
と

に
加
算
す
る
金
額

2
,
9
6
0

3
,
4
4
0

4
,
6
0
0

5
,
9
9
0

50
0k
m
を
超
え
て
50
km

を
増
す
ご
と
に
加
算
す

る
金
額

7
,
4
1
0

8
,
5
9
0

1
1
,
5
0
0

1
4
,
9
7
0

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

大
型

車
(１

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)
小

型
車

(
２

ト
ン

ク
ラ

ス
)

中
型

車
(
４

ト
ン

ク
ラ

ス
)

ト
レ

ー
ラ

ー
(２

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)

東
北

運
輸

局
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標
準
的
な
運
賃
【
距
離
制
運
賃
表
：
関
東
・
北
陸
信
越
】

4

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
5
,
7
9
0

1
8
,
0
6
0

2
2
,
5
4
0

2
7
,
9
4
0

2
0
k
m

1
7
,
6
0
0

2
0
,
1
6
0

2
5
,
3
3
0

3
1
,
5
5
0

3
0
k
m

1
9
,
4
1
0

2
2
,
2
7
0

2
8
,
1
2
0

3
5
,
1
6
0

4
0
k
m

2
1
,
2
2
0

2
4
,
3
7
0

3
0
,
9
2
0

3
8
,
7
7
0

5
0
k
m

2
3
,
0
4
0

2
6
,
4
8
0

3
3
,
7
1
0

4
2
,
3
8
0

6
0
k
m

2
4
,
8
5
0

2
8
,
5
8
0

3
6
,
5
0
0

4
5
,
9
9
0

7
0
k
m

2
6
,
6
6
0

3
0
,
6
9
0

3
9
,
2
9
0

4
9
,
6
0
0

8
0
k
m

2
8
,
4
7
0

3
2
,
7
9
0

4
2
,
0
9
0

5
3
,
2
0
0

9
0
k
m

3
0
,
2
8
0

3
4
,
8
9
0

4
4
,
8
8
0

5
6
,
8
1
0

1
0
0
k
m

3
2
,
0
9
0

3
7
,
0
0
0

4
7
,
6
7
0

6
0
,
4
2
0

1
1
0
k
m

3
3
,
9
1
0

3
9
,
0
9
0

5
0
,
3
9
0

6
3
,
9
3
0

1
2
0
k
m

3
5
,
7
3
0

4
1
,
1
7
0

5
3
,
1
1
0

6
7
,
4
3
0

1
3
0
k
m

3
7
,
5
5
0

4
3
,
2
6
0

5
5
,
8
3
0

7
0
,
9
4
0

1
4
0
k
m

3
9
,
3
6
0

4
5
,
3
4
0

5
8
,
5
5
0

7
4
,
4
4
0

1
5
0
k
m

4
1
,
1
8
0

4
7
,
4
3
0

6
1
,
2
7
0

7
7
,
9
5
0

1
6
0
k
m

4
3
,
0
0
0

4
9
,
5
1
0

6
4
,
0
0
0

8
1
,
4
5
0

1
7
0
k
m

4
4
,
8
2
0

5
1
,
6
0
0

6
6
,
7
2
0

8
4
,
9
6
0

1
8
0
k
m

4
6
,
6
3
0

5
3
,
6
9
0

6
9
,
4
4
0

8
8
,
4
6
0

1
9
0
k
m

4
8
,
4
5
0

5
5
,
7
7
0

7
2
,
1
6
0

9
1
,
9
7
0

2
0
0
k
m

5
0
,
2
7
0

5
7
,
8
6
0

7
4
,
8
8
0

9
5
,
4
7
0

20
0
km
を
超
え
て
50
0k
m

ま
で
2
0k
mを

増
す
ご
と

に
加
算
す
る
金
額

3
,
6
3
0

4
,
1
4
0

5
,
3
7
0

6
,
9
1
0

50
0
km
を
超
え
て
50
km

を
増
す
ご
と
に
加
算
す

る
金
額

9
,
0
7
0

1
0
,
3
6
0

1
3
,
4
3
0

1
7
,
2
8
0

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

小
型

車
(２

ト
ン
ク
ラ
ス
)

中
型

車
(４

ト
ン
ク
ラ

ス
)

大
型

車
(
１
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

ト
レ
ー
ラ
ー

(２
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

関
東

運
輸

局
（

単
位

：
円

）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
2
,
5
3
0

1
4
,
5
6
0

1
8
,
6
8
0

2
3
,
3
6
0

2
0
k
m

1
4
,
0
7
0

1
6
,
3
7
0

2
1
,
1
5
0

2
6
,
5
8
0

3
0
k
m

1
5
,
6
0
0

1
8
,
1
9
0

2
3
,
6
2
0

2
9
,
8
0
0

4
0
k
m

1
7
,
1
4
0

2
0
,
0
0
0

2
6
,
0
9
0

3
3
,
0
2
0

5
0
k
m

1
8
,
6
8
0

2
1
,
8
1
0

2
8
,
5
6
0

3
6
,
2
4
0

6
0
k
m

2
0
,
2
2
0

2
3
,
6
3
0

3
1
,
0
3
0

3
9
,
4
6
0

7
0
k
m

2
1
,
7
6
0

2
5
,
4
4
0

3
3
,
5
0
0

4
2
,
6
9
0

8
0
k
m

2
3
,
3
0
0

2
7
,
2
5
0

3
5
,
9
7
0

4
5
,
9
1
0

9
0
k
m

2
4
,
8
4
0

2
9
,
0
6
0

3
8
,
4
4
0

4
9
,
1
3
0

1
0
0
k
m

2
6
,
3
8
0

3
0
,
8
8
0

4
0
,
9
1
0

5
2
,
3
5
0

1
1
0
k
m

2
7
,
9
1
0

3
2
,
6
6
0

4
3
,
3
0
0

5
5
,
4
6
0

1
2
0
k
m

2
9
,
4
5
0

3
4
,
4
5
0

4
5
,
6
9
0

5
8
,
5
7
0

1
3
0
k
m

3
0
,
9
8
0

3
6
,
2
3
0

4
8
,
0
8
0

6
1
,
6
8
0

1
4
0
k
m

3
2
,
5
2
0

3
8
,
0
2
0

5
0
,
4
7
0

6
4
,
7
9
0

1
5
0
k
m

3
4
,
0
5
0

3
9
,
8
0
0

5
2
,
8
7
0

6
7
,
9
0
0

1
6
0
k
m

3
5
,
5
9
0

4
1
,
5
9
0

5
5
,
2
6
0

7
1
,
0
1
0

1
7
0
k
m

3
7
,
1
2
0

4
3
,
3
7
0

5
7
,
6
5
0

7
4
,
1
2
0

1
8
0
k
m

3
8
,
6
6
0

4
5
,
1
6
0

6
0
,
0
4
0

7
7
,
2
2
0

1
9
0
k
m

4
0
,
1
9
0

4
6
,
9
4
0

6
2
,
4
3
0

8
0
,
3
3
0

2
0
0
k
m

4
1
,
7
3
0

4
8
,
7
3
0

6
4
,
8
2
0

8
3
,
4
4
0

20
0k

m
を

超
え

て
50

0k
m

ま
で

2
0k

mを
増

す
ご

と
に

加
算

す
る

金
額

3
,
0
6
0

3
,
5
4
0

4
,
7
1
0

6
,
1
2
0

50
0k

m
を

超
え

て
50

km
を

増
す

ご
と

に
加

算
す

る
金

額
7
,
6
4
0

8
,
8
5
0

1
1
,
7
7
0

1
5
,
2
9
0

小
型

車
(
２

ト
ン

ク
ラ

ス
)

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

大
型

車
(１

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)
中

型
車

(
４

ト
ン

ク
ラ

ス
)

ト
レ

ー
ラ

ー
(２

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)

北
陸

信
越

運
輸

局
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標
準
的
な
運
賃
【
距
離
制
運
賃
表
：
中
部
・
近
畿
】

5

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
4
,
3
9
0

1
6
,
5
3
0

2
0
,
7
9
0

2
5
,
8
5
0

2
0
k
m

1
6
,
0
8
0

1
8
,
5
0
0

2
3
,
4
3
0

2
9
,
2
7
0

3
0
k
m

1
7
,
7
7
0

2
0
,
4
8
0

2
6
,
0
7
0

3
2
,
6
9
0

4
0
k
m

1
9
,
4
6
0

2
2
,
4
5
0

2
8
,
7
1
0

3
6
,
1
1
0

5
0
k
m

2
1
,
1
5
0

2
4
,
4
2
0

3
1
,
3
5
0

3
9
,
5
3
0

6
0
k
m

2
2
,
8
4
0

2
6
,
3
9
0

3
3
,
9
9
0

4
2
,
9
5
0

7
0
k
m

2
4
,
5
3
0

2
8
,
3
7
0

3
6
,
6
3
0

4
6
,
3
7
0

8
0
k
m

2
6
,
2
2
0

3
0
,
3
4
0

3
9
,
2
7
0

4
9
,
7
9
0

9
0
k
m

2
7
,
9
1
0

3
2
,
3
1
0

4
1
,
9
1
0

5
3
,
2
1
0

1
0
0
k
m

2
9
,
6
0
0

3
4
,
2
8
0

4
4
,
5
5
0

5
6
,
6
3
0

1
1
0
k
m

3
1
,
2
9
0

3
6
,
2
4
0

4
7
,
1
2
0

5
9
,
9
5
0

1
2
0
k
m

3
2
,
9
8
0

3
8
,
1
9
0

4
9
,
6
9
0

6
3
,
2
7
0

1
3
0
k
m

3
4
,
6
7
0

4
0
,
1
4
0

5
2
,
2
5
0

6
6
,
5
8
0

1
4
0
k
m

3
6
,
3
7
0

4
2
,
0
9
0

5
4
,
8
2
0

6
9
,
9
0
0

1
5
0
k
m

3
8
,
0
6
0

4
4
,
0
4
0

5
7
,
3
9
0

7
3
,
2
2
0

1
6
0
k
m

3
9
,
7
5
0

4
5
,
9
9
0

5
9
,
9
6
0

7
6
,
5
4
0

1
7
0
k
m

4
1
,
4
5
0

4
7
,
9
4
0

6
2
,
5
2
0

7
9
,
8
5
0

1
8
0
k
m

4
3
,
1
4
0

4
9
,
9
0
0

6
5
,
0
9
0

8
3
,
1
7
0

1
9
0
k
m

4
4
,
8
3
0

5
1
,
8
5
0

6
7
,
6
6
0

8
6
,
4
9
0

2
0
0
k
m

4
6
,
5
2
0

5
3
,
8
0
0

7
0
,
2
3
0

8
9
,
8
1
0

20
0
km
を
超
え
て
50
0k
m

ま
で
2
0k
mを

増
す
ご
と

に
加
算
す
る
金
額

3
,
3
8
0

3
,
8
7
0

5
,
0
7
0

6
,
5
4
0

50
0
km
を
超
え
て
50
km

を
増
す
ご
と
に
加
算
す

る
金
額

8
,
4
4
0

9
,
6
8
0

1
2
,
6
6
0

1
6
,
3
4
0

小
型

車
(２

ト
ン
ク
ラ
ス
)

中
型

車
(４

ト
ン
ク
ラ

ス
)

大
型

車
(
１
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

ト
レ
ー
ラ
ー

(２
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

中
部

運
輸

局

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
4
,
3
3
0

1
6
,
4
9
0

2
0
,
7
9
0

2
5
,
8
6
0

2
0
k
m

1
6
,
0
2
0

1
8
,
4
6
0

2
3
,
4
3
0

2
9
,
2
9
0

3
0
k
m

1
7
,
7
1
0

2
0
,
4
3
0

2
6
,
0
8
0

3
2
,
7
1
0

4
0
k
m

1
9
,
4
0
0

2
2
,
4
0
0

2
8
,
7
2
0

3
6
,
1
4
0

5
0
k
m

2
1
,
0
9
0

2
4
,
3
8
0

3
1
,
3
7
0

3
9
,
5
7
0

6
0
k
m

2
2
,
7
7
0

2
6
,
3
5
0

3
4
,
0
1
0

4
3
,
0
0
0

7
0
k
m

2
4
,
4
6
0

2
8
,
3
2
0

3
6
,
6
5
0

4
6
,
4
3
0

8
0
k
m

2
6
,
1
5
0

3
0
,
2
9
0

3
9
,
3
0
0

4
9
,
8
6
0

9
0
k
m

2
7
,
8
4
0

3
2
,
2
7
0

4
1
,
9
4
0

5
3
,
2
9
0

1
0
0
k
m

2
9
,
5
3
0

3
4
,
2
4
0

4
4
,
5
9
0

5
6
,
7
2
0

1
1
0
k
m

3
1
,
2
2
0

3
6
,
1
9
0

4
7
,
1
6
0

6
0
,
0
4
0

1
2
0
k
m

3
2
,
9
1
0

3
8
,
1
4
0

4
9
,
7
3
0

6
3
,
3
6
0

1
3
0
k
m

3
4
,
6
0
0

4
0
,
0
9
0

5
2
,
3
0
0

6
6
,
6
9
0

1
4
0
k
m

3
6
,
2
9
0

4
2
,
0
4
0

5
4
,
8
7
0

7
0
,
0
1
0

1
5
0
k
m

3
7
,
9
8
0

4
3
,
9
9
0

5
7
,
4
4
0

7
3
,
3
3
0

1
6
0
k
m

3
9
,
6
7
0

4
5
,
9
4
0

6
0
,
0
1
0

7
6
,
6
6
0

1
7
0
k
m

4
1
,
3
6
0

4
7
,
8
9
0

6
2
,
5
8
0

7
9
,
9
8
0

1
8
0
k
m

4
3
,
0
5
0

4
9
,
8
4
0

6
5
,
1
5
0

8
3
,
3
0
0

1
9
0
k
m

4
4
,
7
4
0

5
1
,
7
9
0

6
7
,
7
2
0

8
6
,
6
2
0

2
0
0
k
m

4
6
,
4
3
0

5
3
,
7
4
0

7
0
,
2
9
0

8
9
,
9
5
0

20
0k

m
を

超
え

て
50

0k
m

ま
で

2
0k

mを
増

す
ご

と
に

加
算

す
る

金
額

3
,
3
7
0

3
,
8
7
0

5
,
0
7
0

6
,
5
5
0

50
0k

m
を

超
え

て
50

km
を

増
す

ご
と

に
加

算
す

る
金

額
8
,
4
3
0

9
,
6
8
0

1
2
,
6
7
0

1
6
,
3
7
0

小
型

車
(
２

ト
ン

ク
ラ

ス
)

中
型

車
(
４

ト
ン

ク
ラ

ス
)

大
型

車
(１

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)

近
畿

運
輸

局

ト
レ

ー
ラ

ー
(２

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表
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標
準
的
な
運
賃
【
距
離
制
運
賃
表
：
中
国
・
四
国
】

6

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
3
,
0
0
0

1
5
,
0
6
0

1
9
,
2
2
0

2
3
,
9
8
0

2
0
k
m

1
4
,
5
8
0

1
6
,
9
2
0

2
1
,
7
3
0

2
7
,
2
6
0

3
0
k
m

1
6
,
1
6
0

1
8
,
7
7
0

2
4
,
2
4
0

3
0
,
5
3
0

4
0
k
m

1
7
,
7
4
0

2
0
,
6
2
0

2
6
,
7
5
0

3
3
,
8
0
0

5
0
k
m

1
9
,
3
1
0

2
2
,
4
8
0

2
9
,
2
7
0

3
7
,
0
7
0

6
0
k
m

2
0
,
8
9
0

2
4
,
3
3
0

3
1
,
7
8
0

4
0
,
3
4
0

7
0
k
m

2
2
,
4
7
0

2
6
,
1
8
0

3
4
,
2
9
0

4
3
,
6
1
0

8
0
k
m

2
4
,
0
5
0

2
8
,
0
4
0

3
6
,
8
0
0

4
6
,
8
8
0

9
0
k
m

2
5
,
6
2
0

2
9
,
8
9
0

3
9
,
3
2
0

5
0
,
1
5
0

1
0
0
k
m

2
7
,
2
0
0

3
1
,
7
4
0

4
1
,
8
3
0

5
3
,
4
2
0

1
1
0
k
m

2
8
,
7
7
0

3
3
,
5
7
0

4
4
,
2
6
0

5
6
,
5
8
0

1
2
0
k
m

3
0
,
3
5
0

3
5
,
4
0
0

4
6
,
7
0
0

5
9
,
7
4
0

1
3
0
k
m

3
1
,
9
3
0

3
7
,
2
3
0

4
9
,
1
3
0

6
2
,
9
1
0

1
4
0
k
m

3
3
,
5
0
0

3
9
,
0
5
0

5
1
,
5
7
0

6
6
,
0
7
0

1
5
0
k
m

3
5
,
0
8
0

4
0
,
8
8
0

5
4
,
0
0
0

6
9
,
2
3
0

1
6
0
k
m

3
6
,
6
5
0

4
2
,
7
1
0

5
6
,
4
4
0

7
2
,
3
9
0

1
7
0
k
m

3
8
,
2
3
0

4
4
,
5
4
0

5
8
,
8
7
0

7
5
,
5
5
0

1
8
0
k
m

3
9
,
8
0
0

4
6
,
3
6
0

6
1
,
3
1
0

7
8
,
7
1
0

1
9
0
k
m

4
1
,
3
8
0

4
8
,
1
9
0

6
3
,
7
4
0

8
1
,
8
7
0

2
0
0
k
m

4
2
,
9
5
0

5
0
,
0
2
0

6
6
,
1
8
0

8
5
,
0
3
0

20
0
km
を
超
え
て
50
0k
m

ま
で
2
0k
mを

増
す
ご
と

に
加
算
す
る
金
額

3
,
1
4
0

3
,
6
2
0

4
,
8
0
0

6
,
2
2
0

50
0
km
を
超
え
て
50
km

を
増
す
ご
と
に
加
算
す

る
金
額

7
,
8
5
0

9
,
0
6
0

1
1
,
9
9
0

1
5
,
5
6
0

大
型

車
(
１
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

中
型

車
(４

ト
ン
ク
ラ

ス
)

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

中
国

運
輸

局

ト
レ
ー
ラ
ー

(２
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

小
型

車
(２

ト
ン
ク
ラ
ス
)

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
2
,
2
8
0

1
4
,
2
9
0

1
8
,
3
8
0

2
2
,
9
9
0

2
0
k
m

1
3
,
8
0
0

1
6
,
0
8
0

2
0
,
8
3
0

2
6
,
1
8
0

3
0
k
m

1
5
,
3
2
0

1
7
,
8
7
0

2
3
,
2
7
0

2
9
,
3
7
0

4
0
k
m

1
6
,
8
4
0

1
9
,
6
6
0

2
5
,
7
1
0

3
2
,
5
6
0

5
0
k
m

1
8
,
3
5
0

2
1
,
4
5
0

2
8
,
1
6
0

3
5
,
7
5
0

6
0
k
m

1
9
,
8
7
0

2
3
,
2
5
0

3
0
,
6
0
0

3
8
,
9
4
0

7
0
k
m

2
1
,
3
9
0

2
5
,
0
4
0

3
3
,
0
4
0

4
2
,
1
3
0

8
0
k
m

2
2
,
9
1
0

2
6
,
8
3
0

3
5
,
4
9
0

4
5
,
3
2
0

9
0
k
m

2
4
,
4
2
0

2
8
,
6
2
0

3
7
,
9
3
0

4
8
,
5
1
0

1
0
0
k
m

2
5
,
9
4
0

3
0
,
4
1
0

4
0
,
3
7
0

5
1
,
7
0
0

1
1
0
k
m

2
7
,
4
6
0

3
2
,
1
7
0

4
2
,
7
4
0

5
4
,
7
7
0

1
2
0
k
m

2
8
,
9
7
0

3
3
,
9
3
0

4
5
,
1
0
0

5
7
,
8
5
0

1
3
0
k
m

3
0
,
4
8
0

3
5
,
6
9
0

4
7
,
4
6
0

6
0
,
9
3
0

1
4
0
k
m

3
2
,
0
0
0

3
7
,
4
5
0

4
9
,
8
3
0

6
4
,
0
0
0

1
5
0
k
m

3
3
,
5
1
0

3
9
,
2
1
0

5
2
,
1
9
0

6
7
,
0
8
0

1
6
0
k
m

3
5
,
0
2
0

4
0
,
9
8
0

5
4
,
5
6
0

7
0
,
1
6
0

1
7
0
k
m

3
6
,
5
4
0

4
2
,
7
4
0

5
6
,
9
2
0

7
3
,
2
3
0

1
8
0
k
m

3
8
,
0
5
0

4
4
,
5
0
0

5
9
,
2
9
0

7
6
,
3
1
0

1
9
0
k
m

3
9
,
5
6
0

4
6
,
2
6
0

6
1
,
6
5
0

7
9
,
3
9
0

2
0
0
k
m

4
1
,
0
8
0

4
8
,
0
2
0

6
4
,
0
1
0

8
2
,
4
7
0

20
0k

m
を

超
え

て
50

0k
m

ま
で

2
0k

mを
増

す
ご

と
に

加
算

す
る

金
額

3
,
0
1
0

3
,
4
9
0

4
,
6
5
0

6
,
0
5
0

50
0k

m
を

超
え

て
50

km
を

増
す

ご
と

に
加

算
す

る
金

額
7
,
5
3
0

8
,
7
3
0

1
1
,
6
4
0

1
5
,
1
3
0

小
型

車
(
２

ト
ン

ク
ラ

ス
)

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

四
国

運
輸

局

ト
レ

ー
ラ

ー
(２

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)
中

型
車

(
４

ト
ン

ク
ラ

ス
)

大
型

車
(１

０
ト

ン
ク

ラ
ス

)
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標
準
的
な
運
賃
【
距
離
制
運
賃
表
：
九
州
・
沖
縄
】

7

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

1
0
k
m

1
2
,
3
7
0

1
4
,
3
7
0

1
8
,
4
3
0

2
3
,
0
4
0

2
0
k
m

1
3
,
8
9
0

1
6
,
1
6
0

2
0
,
8
7
0

2
6
,
2
3
0

3
0
k
m

1
5
,
4
1
0

1
7
,
9
6
0

2
3
,
3
2
0

2
9
,
4
1
0

4
0
k
m

1
6
,
9
3
0

1
9
,
7
5
0

2
5
,
7
6
0

3
2
,
6
0
0

5
0
k
m

1
8
,
4
6
0

2
1
,
5
5
0

2
8
,
2
1
0

3
5
,
7
9
0

6
0
k
m

1
9
,
9
8
0

2
3
,
3
4
0

3
0
,
6
5
0

3
8
,
9
8
0

7
0
k
m

2
1
,
5
0
0

2
5
,
1
3
0

3
3
,
0
9
0

4
2
,
1
6
0

8
0
k
m

2
3
,
0
2
0

2
6
,
9
3
0

3
5
,
5
4
0

4
5
,
3
5
0

9
0
k
m

2
4
,
5
4
0

2
8
,
7
2
0

3
7
,
9
8
0

4
8
,
5
4
0

1
0
0
k
m

2
6
,
0
7
0

3
0
,
5
2
0

4
0
,
4
3
0

5
1
,
7
2
0

1
1
0
k
m

2
7
,
5
8
0

3
2
,
2
8
0

4
2
,
7
9
0

5
4
,
8
0
0

1
2
0
k
m

2
9
,
1
0
0

3
4
,
0
5
0

4
5
,
1
6
0

5
7
,
8
8
0

1
3
0
k
m

3
0
,
6
2
0

3
5
,
8
2
0

4
7
,
5
2
0

6
0
,
9
6
0

1
4
0
k
m

3
2
,
1
4
0

3
7
,
5
8
0

4
9
,
8
9
0

6
4
,
0
3
0

1
5
0
k
m

3
3
,
6
6
0

3
9
,
3
5
0

5
2
,
2
6
0

6
7
,
1
1
0

1
6
0
k
m

3
5
,
1
8
0

4
1
,
1
2
0

5
4
,
6
2
0

7
0
,
1
9
0

1
7
0
k
m

3
6
,
7
0
0

4
2
,
8
8
0

5
6
,
9
9
0

7
3
,
2
6
0

1
8
0
k
m

3
8
,
2
1
0

4
4
,
6
5
0

5
9
,
3
6
0

7
6
,
3
4
0

1
9
0
k
m

3
9
,
7
3
0

4
6
,
4
1
0

6
1
,
7
2
0

7
9
,
4
2
0

2
0
0
k
m

4
1
,
2
5
0

4
8
,
1
8
0

6
4
,
0
9
0

8
2
,
5
0
0

20
0
km
を
超
え
て
50
0k
m

ま
で
2
0k
mを

増
す
ご
と

に
加
算
す
る
金
額

3
,
0
2
0

3
,
5
0
0

4
,
6
6
0

6
,
0
5
0

50
0
km
を
超
え
て
50
km

を
増
す
ご
と
に
加
算
す

る
金
額

7
,
5
6
0

8
,
7
5
0

1
1
,
6
5
0

1
5
,
1
4
0

ト
レ
ー
ラ
ー

(２
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

大
型

車
(
１
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

小
型

車
(２

ト
ン
ク
ラ
ス
)

中
型

車
(４

ト
ン
ク
ラ

ス
)

九
州

運
輸

局

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

（
単

位
：

円
）

車
種

別

キ
ロ

程

5
k
m

1
0
,
4
4
0

1
2
,
2
2
0

1
5
,
8
9
0

1
9
,
9
0
0

1
0
k
m

1
1
,
1
5
0

1
3
,
0
7
0

1
7
,
0
6
0

2
1
,
4
3
0

2
0
k
m

1
2
,
5
8
0

1
4
,
7
6
0

1
9
,
3
9
0

2
4
,
5
0
0

3
0
k
m

1
4
,
0
0
0

1
6
,
4
5
0

2
1
,
7
3
0

2
7
,
5
6
0

4
0
k
m

1
5
,
4
3
0

1
8
,
1
4
0

2
4
,
0
6
0

3
0
,
6
2
0

5
0
k
m

1
6
,
8
5
0

1
9
,
8
3
0

2
6
,
4
0
0

3
3
,
6
8
0

6
0
k
m

1
8
,
2
8
0

2
1
,
5
2
0

2
8
,
7
3
0

3
6
,
7
4
0

7
0
k
m

1
9
,
7
0
0

2
3
,
2
1
0

3
1
,
0
6
0

3
9
,
8
0
0

8
0
k
m

2
1
,
1
3
0

2
4
,
9
0
0

3
3
,
4
0
0

4
2
,
8
6
0

9
0
k
m

2
2
,
5
5
0

2
6
,
5
9
0

3
5
,
7
3
0

4
5
,
9
2
0

1
0
0
k
m

2
3
,
9
8
0

2
8
,
2
7
0

3
8
,
0
7
0

4
8
,
9
8
0

1
1
0
k
m

2
5
,
4
0
0

2
9
,
9
3
0

4
0
,
3
2
0

5
1
,
9
3
0

1
2
0
k
m

2
6
,
8
1
0

3
1
,
5
9
0

4
2
,
5
7
0

5
4
,
8
7
0

1
3
0
k
m

2
8
,
2
3
0

3
3
,
2
5
0

4
4
,
8
3
0

5
7
,
8
2
0

1
4
0
k
m

2
9
,
6
5
0

3
4
,
9
1
0

4
7
,
0
8
0

6
0
,
7
7
0

1
5
0
k
m

3
1
,
0
7
0

3
6
,
5
7
0

4
9
,
3
3
0

6
3
,
7
1
0

1
6
0
k
m

3
2
,
4
9
0

3
8
,
2
3
0

5
1
,
5
9
0

6
6
,
6
6
0

1
7
0
k
m

3
3
,
9
0
0

3
9
,
8
9
0

5
3
,
8
4
0

6
9
,
6
0
0

1
8
0
k
m

3
5
,
3
2
0

4
1
,
5
4
0

5
6
,
0
9
0

7
2
,
5
5
0

1
9
0
k
m

3
6
,
7
4
0

4
3
,
2
0
0

5
8
,
3
4
0

7
5
,
4
9
0

2
0
0
k
m

3
8
,
1
6
0

4
4
,
8
6
0

6
0
,
6
0
0

7
8
,
4
4
0

20
0
km
を
超
え
て
10
km

を
増
す
ご
と
に
加
算
す

る
金
額

1
,
4
1
0

1
,
6
4
0

2
,
2
2
0

2
,
8
9
0

Ⅰ
 
距

離
制

運
賃

表

ト
レ
ー
ラ
ー

(２
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

小
型

車
(２

ト
ン
ク
ラ
ス
)

中
型

車
(４

ト
ン
ク
ラ

ス
)

大
型

車
(
１
０
ト
ン
ク
ラ
ス
)

沖
縄

総
合

事
務

局
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標
準
的
な
運
賃
【
時
間
制
運
賃
表
・
割
増
率
等
】

8

Ⅱ
　
時
間
制
運
賃
表

（
単
位
：
円
）

　
　
局
　
　
別

北
海
道

3
1
,1
0
0

3
7
,2
6
0

4
8
,5
3
0

6
1
,2
9
0

東
北

2
9
,9
7
0

3
6
,0
5
0

4
7
,1
7
0

5
9
,6
7
0

関
東

3
9
,0
6
0

4
5
,7
9
0

5
7
,9
0
0

7
2
,4
4
0

北
陸
信
越

3
1
,2
8
0

3
7
,4
4
0

4
8
,6
9
0

6
1
,4
7
0

中
部

3
5
,7
1
0

4
2
,1
3
0

5
3
,7
0
0

6
7
,3
7
0

近
畿

3
5
,5
8
0

4
2
,0
4
0

5
3
,7
1
0

6
7
,4
3
0

中
国

3
2
,4
2
0

3
8
,6
4
0

4
9
,9
5
0

6
2
,9
5
0

四
国

3
0
,7
0
0

3
6
,8
0
0

4
7
,9
6
0

6
0
,5
9
0

九
州

3
0
,8
9
0

3
6
,9
8
0

4
8
,0
6
0

6
0
,6
8
0

沖
縄

2
8
,0
1
0

3
3
,8
9
0

4
4
,8
1
0

5
6
,8
8
0

北
海
道

1
8
,6
6
0

2
2
,3
6
0

2
9
,1
2
0

3
6
,7
8
0

東
北

1
7
,9
8
0

2
1
,6
3
0

2
8
,3
0
0

3
5
,8
0
0

関
東

2
3
,4
4
0

2
7
,4
7
0

3
4
,7
4
0

4
3
,4
6
0

北
陸
信
越

1
8
,7
7
0

2
2
,4
7
0

2
9
,2
1
0

3
6
,8
8
0

中
部

2
1
,4
3
0

2
5
,2
8
0

3
2
,2
2
0

4
0
,4
2
0

近
畿

2
1
,3
5
0

2
5
,2
2
0

3
2
,2
3
0

4
0
,4
6
0

中
国

1
9
,4
5
0

2
3
,1
8
0

2
9
,9
7
0

3
7
,7
7
0

四
国

1
8
,4
2
0

2
2
,0
8
0

2
8
,7
8
0

3
6
,3
5
0

九
州

1
8
,5
3
0

2
2
,1
9
0

2
8
,8
4
0

3
6
,4
1
0

沖
縄

1
6
,8
0
0

2
0
,3
3
0

2
6
,8
8
0

3
4
,1
3
0

北
海
道

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

東
北

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

関
東

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
2
0

北
陸
信
越

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

中
部

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

近
畿

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

中
国

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

四
国

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

九
州

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

沖
縄

2
8
0

3
4
0

5
1
0

7
1
0

北
海
道

2
,8
5
0

2
,9
9
0

3
,2
0
0

3
,7
8
0

東
北

2
,7
2
0

2
,8
5
0

3
,0
5
0

3
,6
0
0

関
東

3
,8
2
0

4
,0
0
0

4
,2
8
0

5
,0
6
0

北
陸
信
越

2
,8
8
0

3
,0
2
0

3
,2
3
0

3
,8
2
0

中
部

3
,4
3
0

3
,5
9
0

3
,8
5
0

4
,5
5
0

近
畿

3
,4
0
0

3
,5
6
0

3
,8
1
0

4
,5
1
0

中
国

3
,0
2
0

3
,1
6
0

3
,3
9
0

4
,0
0
0

四
国

2
,8
1
0

2
,9
4
0

3
,1
5
0

3
,7
3
0

九
州

2
,8
4
0

2
,9
8
0

3
,1
9
0

3
,7
7
0

沖
縄

2
,4
9
0

2
,6
1
0

2
,7
9
0

3
,3
0
0

小
型
車

（
２
ト
ン
ク
ラ
ス
）

中
型
車

（
４
ト
ン
ク
ラ
ス
）

大
型
車

（
１
０
ト
ン
ク
ラ
ス
）

ト
レ
ー
ラ
ー

（
２
０
ト
ン
ク
ラ
ス
）

加 　 　 　 　 　 算 　 　 　 　 　 額

基
礎
走
行
キ
ロ
を
超
え
る
場
合

は
、
1
0
km
を
増
す
ご
と
に

基
礎
作
業
時
間
を
超
え
る
場

合
は
、
１
時
間
を
増
す
ご
と
に

（
４
時
間
制
の
場
合
で
あ
っ

て
、
午
前
か
ら
午
後
に
わ
た
る

場
合
は
、
正
午
か
ら
起
算
し
た

時
間
に
よ
り
加
算
額
を
計
算
す

る
。
）種

　
　
　
別

車
種
別

基 　 　 　 　 　 礎 　 　 　 　 　 額

８ 時 間 制

基
礎
走
行
キ
ロ

小
型
車
は
1
0
0
km

小
型
車
以
外
の
も
の

1
3
0
km

４ 時 間 制

基
礎
走
行
キ
ロ

小
型
車
は
5
0
km

小
型
車
以
外
の
も
の

6
0
km

Ⅲ
　

運
賃

割
増

率

【
特

殊
車

両
割

増
】

冷
蔵

車
・

冷
凍

車
２

割

【
休

日
割

増
】

日
曜

祝
祭

日
に

運
送

し
た

距
離

に
限

る
２

割

【
深

夜
・

早
朝

割
増

】

午
後

1
0
時

か
ら

午
前

５
時

ま
で

に
運

送
し

た
距

離
２

割

Ⅳ
　

待
機

時
間

料

小
型
車

中
型

車
大

型
車

ト
レ

ー
ラ

ー

（
２
ト

ン
ク

ラ
ス
）

（
４
ト

ン
ク

ラ
ス

）
（
10

ト
ン
ク

ラ
ス

）
（

20
ト
ン

ク
ラ

ス
）

1
,
6
7
0
 
円

1
,
7
5
0
 
円

1
,
8
7
0
 
円

2
,
2
2
0
 
円

Ⅴ
　

積
込

料
、

取
卸

料
、

附
帯

業
務

料

Ⅵ
　

実
費

　 Ⅶ
　

燃
料

サ
ー

チ
ャ

ー
ジ

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
収

受

Ⅷ
　

そ
の

他

車
種

別

積
込

み
、

取
卸

し
そ

の
他

附
帯

業
務

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
運

賃
と

は
別

に
料

金
と

し
て

収
受時

間

3
0
分

を
超

え
る

場
合

に
お

い
て

3
0
分

ま
で

ご
と

に
発

生
す

る
金

額

有
料

道
路

利
用

料
、

フ
ェ

リ
ー

利
用

料
そ

の
他

の
費

用
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
運

賃
と

は
別

に
実

費
と

し
て

収
受

こ
の

告
示

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

告
示

の
施

行
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
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異常気象時における道路の事前通行止区間の周知について（依頼）
近 畿 地 方 整 備 局
兵庫国道事務所長

当所では、通行者を土砂崩落、落石などの災害から守るために、降雨量が一定に達した場合、
道路の通行を規制する区間を下記のとおり定めていますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上
げます。

記

路線名 規制区間 延長 規制雨量 管理出張所

一般国道
28号

淡路市塩尾
～洲本市安乎町平安浦

1.8㎞ 連続降雨量160mm
洲本維持出張所
（0799）22-1680洲本市中川原町厚浜

～洲本市炬口
2.9㎞ 連続降雨量160mm

一般国道
176号

西宮市塩瀬町名塩
～西宮市塩瀬町生瀬

2.4㎞

連続降雨量190mm
または

連続雨量160mm
かつ時間雨量40mm

西宮維持出張所
（0798）35-6470

近畿地方整備局
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知っていますか?電波のルール 
～不法無線局取締り強化のお知らせ～

　　　　　　　　　　　　　　　　総務省　近畿総合通信局　
総務省では、皆様がいつも快適に電波を利用できるよう、電波利用環境保護に取り組んでいま

す。
特に６月は、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」に併せて、不法無線局の取締りを強化しま

す。
不法市民ラジオ・不法パーソナル無線・不法アマチュア無線などの機器から出される不法電

波は、消防・救急、鉄道、防災などの重要な無線通信を妨害し、国民生活の「安心・安全」に支障
をきたすことがあります。

無線機器を使用する際は、「電波のルール」を守りましょう！

不法な無線機器を使用すると、電波法により処罰の対象となります。

免許がないのに無線局を開設したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」、重要
な無線通信を妨害したものは「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」に処されま
す。

　無線局の免許を持っていても、無線機を改造して出力を大きくするなど、指定された電

波以外で運用することは禁止されています。

　※上記の改造を行い運用したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。

総 務 省
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光化学スモッグ広報等発令時における自動車の運行自粛について

兵庫県より光化学スモッグが発生するおそれのある４月20日から10月19日までを特別監視
期間として広報等の発令を行うこととしております。

つきましては、光化学スモッグが発令された場合、広報等発令地域への自動車の乗り入れ自粛
及び同地域内での運行自粛を効果的に実施され、窒素酸化物排出量の削減にご協力をお願いしま
す。

記

１．光化学スモッグ広報等発令対象地域（22市町）
神戸市（東部・西部・垂水・北部）、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、
伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、高砂市、川西市、三田市、
丹波市、たつの市、播磨町、稲美町、太子町

２．光化学スモッグ広報等の種類
【種 類】 【発 令 基 準】

光化学スモッグ予報 測定局のオキシダント濃度が、気象条件等から注意報の発令基
準に達するおそれがあると判断されるとき

光化学スモッグ注意報  測定局のオキシダント濃度の１時間値が0.12ppm以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められるとき

光化学スモッグ警報  測定局のオキシダント濃度の１時間値が0.24ppm以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められるとき

 光化学スモッグ重大警報  測定局のオキシダント濃度の１時間値が0.40ppm以上になり、
気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められるとき

３．広報等発令の周知方法
・　ひょうごの環境ホームページ（http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/）に掲示
・　テレビ、ラジオによるスポット放送
・　市、町の広報車による巡回放送
・　交通情報掲示板に掲示　等

兵 庫 県
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｢トラック運送業界における不正改造車排除運動｣ の実施について

国土交通省を中心に「不正改造車を排除する運動」が展開されますが、全日本トラック協会・
兵庫県トラック協会においても、「トラック運送業界における不正改造車排除運動」を実施いた
します。

会員各位におかれましては、実施要領・細目に基づいて本運動に取り組んでいただき、重点
排除項目及び基本排除項目に留意するとともに、各事業所での取り組みに ｢不正改造防止自主
点検票｣ を活用するなど、この機会に不正改造についての認識を深め、不正改造を排除し、車
両の安全確保及び環境保全を図っていただきますようお願いいたします。

令和２年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」 
実施要領 （抜粋）

令和２年３月17日 （公社）全日本トラック協会

１　目　　的
我が国の交通事故の発生件数等の現状を見ると、依然として改善が求められる状況であり、

暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すととも
に排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因の一つとなっている。このような状況
に鑑み、国土交通省を中心とした「不正改造車を排除する運動」が展開されるが、トラック
運送業界としても、トラックに対象を絞り、全国的に不正改造車を排除するために、各都道
府県トラック協会の協力を得て、積極的な運動を展開する。

２　実施期間
｢不正改造車排除運動｣ は年間を通じた運動とするが、地域の事情や要請を考慮して各都道

府県トラック協会が設定する１ヶ月間を強化月間とし、特に重点をおいて運動を実施する。

※　近畿運輸局管内では、６月を「不正改造車排除強化月間」として一層強力に取り組み
ます。

３　不正改造項目
 《重点排除項目》

⑴　マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフ
ラーの装着

⑵　タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し
⑶　大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等

事務局からのお知らせ
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⑷　前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付（貼付
状態で可視光線透過率 70％未満）

 《基本排除項目》
⑴　前面ガラスへの装飾板の装着
⑵　直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
⑶　灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化さ

れている灯火器（例：側面方向指示器）の取外し
⑷　土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置）

の切断・取外し
⑸　基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け
⑹　シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
⑺　不正な二次架装
⑻　不正軽油燃料の使用

令和２年度「不正改造車を排除する運動」実施細目 （抜粋）
令和２年３月　国土交通省 近畿運輸局

（近畿地方版）

○　近畿運輸局管内では、６月を「不正改造車排除強化月間」として、一層強力に取り組むこ
ととする。

○　近畿運輸局管内における本運動の名称並びに標語
・名称：『不正改造車を排除する運動』
・標語：『６月は ｢不正改造車排除強化月間｣ です。』及び『あかん！くるまの不正改造！』

各事業者別実施事項
貨物自動車運送事業者・陸送事業者・ダンプカー使用者及び関係団体《（一社）近畿ト

ラック協会、自家用自動車団体近畿協議会（自家用協会）、（一社）大阪自動車回送協会 等》

⑴　不正改造車の排除のための啓発等
①　運送事業者団体においては、荷主団体等に対し、不正改造車等（特に速度抑制装置（ス

ピードリミッター）及び過積載を誘発する改造（さし枠の取付けなど）に係るもの。）を
使用する運送事業者を利用することのないよう要請する。

②　自家用協会においては、自家用自動車で選任している整備管理者に対して、整備管理
者講習の受講等により不正改造防止を含めた整備管理業務が適切に遂行されるよう各運
輸支局と連携して周知に努める。

⑵　不正改造車の排除のための情報収集等
不正改造車・迷惑黒煙車に関する情報等を入手した場合には、近畿運輸局又は各運輸支

局等に積極的に情報を提供する。
⑶　不正改造車の排除のための取締り等
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1）　従業員に対する指導
従業員に対して、｢不正改造はやってはならない・犯罪であること｣ など不正改造に対

する認識浸透を図り、法令遵守のための指導を行う。
2）　適正な車両の運行の徹底

運送事業者等においては、不正改造及び不正二次架装の防止に努める等車両管理の徹
底を図り、適正な車両による運行を実施する。また、不正改造及び不正二次架装が行わ
れた車両がある場合には、改修を行い運行の用に供する。

3）　自主点検の実施
事業所ごとに運動実施責任者を選任し、運動実施責任者又は整備管理者等により、車

両管理体制及び従業員等の車両を含む所有車両等について定期的な自主点検の実施に努
める。
（参考：別紙８「自主点検票」）
なお、運動実施責任者は、事業者又は事業所の責任者等従業員を監督する地位を有す

る者の中から選任すること。

※　不正改造車等に関する情報提供・ご相談・お問い合わせ先 （受付時間 午前9時～午後5時）
・近畿運輸局 不正改造車・黒煙相談窓口　（TEL：06-6949-6453）
・兵庫陸運部 不正改造車・黒煙相談窓口　（TEL：078-453-1103）

※　下記の閲覧は、兵庫県トラック協会ホームページ（http://www.hyotokyo.or.jp/）からご覧
下さい。

・国土交通省自動車局「不正改造車を排除する運動」実施要領
・国土交通省自動車局「不正改造車を排除する運動」実施細目
・国土交通省近畿運輸局「不正改造車を排除する運動」実施細目
・全日本トラック協会「トラック運送業界における不正改造車排除運動」実施要領
・不正改造防止自主点検票（PDF・共通様式）
・参考：　自動車点検整備推進協議会　http://www.tenken-seibi.com/
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※令和元年度第2回運行管理者試験（令和２年3月）を申請された方への特例
令和2年度第1回運行管理者試験（令和2年8月23日）を振替で受験される方は、別途郵送でのご案内に

同封する令和2年度第1回運行管理者試験受験申請書（振替）を令和2年5月20日（水）（当日の消印有効）
までに、運行管理者試験センター事務センターあてに返送して頂くことにより、改めて、申請して頂く
ことは不要となります。
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燃 料 価 格 情 報

18

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ） （単位：円／㍑）

区分
元売名

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

J X T G 82.44 90.17 92.82 102.51
出 光 83.44 93.10 90.08
コ ス モ 80.01 94.70 92.00 88.40
三 井 82.83
そ の 他 84.58 88.94 89.56 95.95
総 計 82.54 91.03 91.42 97.97
2
／
2

全国平均 93.92
調査なし

101.94 103.53
近畿平均 93.09 100.35 106.05

（ 消 費 税 抜 き ）

区分
集計月

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

平成31年４月 97.49 100.33 104.87 109.51
令和元年５月 100.59 103.45 107.54 110.80
令和元年６月 101.04 104.84 108.27 111.15
令和元年７月 95.16 100.26 104.20 107.27
令和元年８月 95.33 99.15 102.80 107.58
令和元年９月 93.22 97.59 101.64 106.87
令和元年10月 93.69 98.08 101.20 102.87
令和元年11月 93.97 97.15 102.26 105.63
令和元年12月 95.90 98.41 101.94 107.14
令和２年１月 97.41 101.14 105.10 107.88
令和２年２月 99.41 103.08 106.42 111.12
令和２年３月 93.94 98.07 102.21 108.29
令和２年４月 82.54 91.03 91.42 97.97
年 間 平 均 95.36 99.43 103.07 107.24
※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

軽油「元売別」購入価格表（令和２年３月末現在） （単位：円／㍑）

“軽油は兵庫県下で買いましょう”
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入会届

入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

２.３.30 西播 一般
利用 ㈱Ｔ．Ｓ．Ｌ． 川 端 敬 三 〒672-8079

姫路市飾磨区今在家1125
 TEL   079-234-3531
FAX   079-234-8569

４.６ 明石 一般
利用 カーレッジ㈱ 大 皿 和 幸 〒651-2242

神戸市西区井吹台東町５-77-12
 TEL   078-224-2640
FAX   078-224-2641

４.６ 但馬 一般
利用 但馬運輸㈱ 荒  木  千恵子 〒667-0102

養父市十二所965-2
 TEL   079-664-0183
FAX   079-664-0619

４.９ 西播 一般
利用 兵庫紙パルプ㈱ 井 川 恵 太 〒671-1242

姫路市網干区浜田1320-11
 TEL   079-274-3225
FAX   079-274-3270

４.15 西播 一般
利用 ㈱チュウバン 榎 田 弘 喜 〒671-1132

姫路市大津区勘兵衛町32
 TEL   079-280-1988
FAX   079-280-1988

退会届

退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

２.３.31 但馬 一般 ㈲ 但 馬 農 産 運 輸 荒 木 　 満

３.31 淡路 一般 ハ ー ト 寝 台 サ ー ビ ス 岸 本 　 均

４.１ 東部 一般 ㈱ ケ イ ワ イ 物 流 小 松 信 夫

４.９ 淡路 一般 旭 運 輸 ㈱ 村 上 明 義

変更届
会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

38 代表者 ケーエルサービス西日本㈱
出 射 　 薫 辻 　 宏 育

49 代表者 イーストアジア物流㈱
阿 瀬 春 吾 ・ 浜 本 　 隆 浜 本 　 隆

57
代表者
住所

TEL/FAX

 日 栄 運 輸 ㈱ 坂　本　勝　文 藤 井 正 浩
〒650-0046

神戸市灘区摩耶埠頭 摩耶業務センタービル 神戸市中央区港島中町7-2-3
TEL   078-881-6521
FAX   078-881-6524

TEL   078-303-1861
FAX   078-303-1862

72 支店長 日本通運㈱神戸支店
藤 本 達 也 田 中 　 旬

72 住所   西 川 運 送 ㈱ 〒651-0082
神戸市中央区港島9-2-10 神戸市中央区小野浜町5-49

98 代表者 ㈱エービーシー商会ホールディングス
木 田 雅 司 三 井 威 徳

127 代表者 ㈲ 鹿 島 高 速 運 輸
松 原 史 明 松　原　恵理子

代表者
 高 砂 重 量 建 設 ㈱

松 原 史 明 松　原　恵理子

157 代表者
西兵庫トランスポート㈱

荒 井 信 重 鴻 上 哲 誌

173 代表者
 石 井 運 輸 ㈱

伊 井 　 仁 森 　 新 吾

182 代表者
㈲クリーン・サービス

入 野 定 男 入 野 拓 也
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兵ト協ニュース表紙写真募集について
■応募資格
（一社）兵庫県トラック協会会員事業者及びその従業員の家族。
■募集内容

●兵庫県内の風景（季節感の溢れたもの）、建築物、動植物等の写真（いずれも写真の中に特
定できる人物が写っていない）。

■応募方法
●会社名・氏名（ふりがな）・会社電話番号を明記した電子データ（CD-Rなど）で提供して

ください。
●撮影場所がわかるようにしてください。例：竹田城跡（朝来市）

■その他
●応募作品は未発表のものに限ります。
●採用する場合は表紙に撮影者の氏名と会社名を記載します。
●採用した方には粗品をさしあげます（クオカード）。
なお、応募作品は返却いたしません。

※ご応募いただいた作品の著作権ならびに所有権は（一社）兵庫県トラック協会に帰属し、
返却はいたしません。
採用者に事前に通知しませんが、粗品の発送をもってかえさせていただきます。
ご応募いただいた個人情報につきましては、採用通知、粗品送付の目的にのみ使用いたします。

会員情報だより“募集中”
～貴社の記事を掲載しませんか??～

この度、兵卜協ニュース平成30年４月号より会員事業者の記事を毎月掲載予定しています。
それに伴い、兵卜協ニュースに掲載する会員事業者を募集しております。幅広いご内容での記
事を募集予定ではありますが、以下の内容を参考としてください。

●会社概要（設立年、代表者氏名、住所、従業員数、車両数など）
●会社で力を入れていること（安全教育、採用活動、産休・育休など）
●創業時の苦労　●今後の目標
●その他（社長・社員の趣味、社員旅行などの行事）●写真
記事はA4　1/2ページ又は１ページを予定しています。

■応募宛先
〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４番27号

（一社）兵庫県トラック協会　総務部行
E-mail:hta@hyotokyo.or.jp

兵ト協ニュース4 月号掲載の「人事異動」の訂正について
兵ト協ニュース4月号に掲載させていただきました「人事異動」の中に一部誤りがございまし

たので、お知らせ致しますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

　　　　誤
発　令　事　項 氏　　名 現　　　職

適 正 化 事 業 部 係 員 村 上 元 規 業 務 部 主 事

　　　　正
発　令　事　項 氏　　名 現　　　職

適 正 化 事 業 部 係 員 村 上 元 規 業 務 部 係 員
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巡回指導項目別調査結果
過去3事業年度における指導項目ワースト10

注1）指導項目末尾の○数字は左からR元・H30・H29年度のワースト順位
注2） 「巡回指導の指針及びマニュアル」の改訂に伴い、平成30年度より「運輸安全マネジメント」が指導
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危険運転等

宅配関係等

引越等

違法駐車等

労働条件等

無許可営業等

環境問題・不正改造等

運賃等

その他

合計

兵庫県貨物自動車運送適正化事業実施機関

貨物自動車運送事業に関する苦情処理件数
　適正化実施機関では、令和元年度に計 59 件の苦情・相談等を受け付け処理しました。
なお、過去 5事業年度における処理件数の推移は次のとおりとなっております。

トラックドライバーが大丈夫と思う行為も乗用車からみると
危険運転になってしまう場合があります。
安全運転を心掛けましょう。
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月日 行事名 場所 月日 行事名 場所

４・２ 巡回指導結果報告定例会議   兵 庫陸 運 部 ５・22 兵ト協　常任理事会・総務委員会合同会議（書面決議予定） 兵 ト 協

６ 春の全国交通安全運動（～ 15 日） －６月の予定－

16 トラックの日行事検討プロジェクト会議   兵 庫陸 運 部 ６・２ 兵ト協　理事会（書面決議予定） 兵 ト 協

21 兵ト協　海コン部会　役員会 兵 ト 協 ４ 全ト協　理事会 全 ト 協

23 兵ト協　正副会長会議 兵 ト 協 12 近ト協　幹事会 大 ト 協

－５月の予定－ 23 兵庫県高圧ガス地域防災協議会　総会・役員会    ANAクラウンプ
ラザホテル神戸

５・７ 令和元年度監事監査 兵 ト 協 25 全ト協　総会・理事会    第 一 ホ テ ル
東 京

11 兵ト協　物流政策交付金委員会（書面決議予定） 兵 ト 協


